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報 道 資 料 
 
 
                                                              令 和 ７ 年 １ １ 月 １ １ 日 

                                                           総 務 部 法 務 文 書 課 
                                                         県政情報公開係 今井、金山 
                                直通 0742-27-8348 
                                庁内内線 60574、60594 
 
 

奈良県情報公開審査会の第２９７号答申について 
 
 行政文書の一部開示決定に対する審査請求についての諮問第５０５号事案に関して、下記のとお
り、奈良県情報公開審査会から奈良県公安委員会に対して答申されましたのでお知らせします。 
 

記 
 
１ 答申の概要 
◎ 答 申：令和７年１１月１１日 
◎  諮問実施機関：奈良県公安委員会 
◎  実 施 機 関：奈良県警察本部長（刑事部 捜査第一課） 
◎ 対象行政文書：ア 演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日） 

イ 演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と捜査
本部の設置等）（令和４年７月８日） 

ウ 演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第三報：捜索結果等）（令和４年
７月８日） 

エ 演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年
７月９日） 

オ 安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第五報）７／９ １６：００時点
の捜査結果（令和４年７月９日） 

カ 安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第１報）～事件の発生、被疑者の
検挙、捜査本部の設置について～ 

◎ 諮問に係る処分と理由 
 ○ 決 定：一部開示決定 
 ○ 不開示部分：ア 上記対象行政文書のアのうち、「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及

び「被害者」欄の一部 
イ 上記対象行政文書のアのうち、「弁録等」欄 
ウ 上記対象行政文書のアのうち、「押収証拠品」欄、「状況等」欄の一部及
び「捜査事項等」欄 

エ 上記対象行政文書のイのうち、「死亡日時」欄の一部 
オ 上記対象行政文書のイのうち、「死因等」欄の一部 
カ 上記対象行政文書のウのうち、「捜索関係」欄の一部、「その他」欄及び
「検視関係」欄の一部 

キ 上記対象行政文書のエのうち、「解剖場所」欄の一部 
ク 上記対象行政文書のエのうち、「執刀医師」欄及び「その他」欄 
ケ 上記対象行政文書のエのうち、「解剖結果」欄の一部及び上から６段目の 
 欄 
コ 上記対象行政文書のオのうち、上から２段目の欄の一部及び「街宣車」欄
の一部 

サ 上記対象行政文書のカのうち、「報告の要旨」欄の「１ 事案認知」の一
部及び記書きの「３ 被疑者」の一部 

○ 不開示理由：ア 上記不開示部分のア、イ、エ、カ、ク、ケ、コ及びサ 
条例第７条第２号に該当 
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため 

イ 上記不開示部分のイ、ウ、オ、カ、ケ及びコ 
条例第７条第４号に該当 
現に捜査中の事件に関する情報であって、公にすることにより、当該捜査

に支障を及ぼすおそれがあるなど、犯罪の捜査、公訴の維持、刑の執行その
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他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため 
    

ウ 上記不開示部分のオ及びキ 
条例第７条第４号に該当 
解剖場所の詳細に関する情報であって、公にすることにより、捜査の妨害

を企図する者に妨害行為を容易にする情報を提供することになり、犯罪の予
防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持
に支障を及ぼすおそれがあるため 

◎  審査会の結論：実施機関は、本件審査請求の対象となった情報のうち、別表に掲げる部分につ
いて、開示すべきである。 

（別 表） 
本件行政文書 開示すべき部分 

ア 演説中の安倍元首相に対す

る襲撃事件（第一報）（令和

４年７月８日） 

「認知」欄のうち、１行目２１文字目から２６文字目ま

で、２行目１２文字目から２２文字目まで 

ア 演説中の安倍元首相に対す

る襲撃事件（第一報）（令和

４年７月８日） 

「被疑者」欄のうち、４行目２０文字目、２５文字目、２

７文字目、３０文字目及び３１文字目 

イ 演説中の安倍元首相に対す

る襲撃事件（第二報：安倍元

首相の死亡と捜査本部の設置

等）（令和４年７月８日） 

「死亡日時」欄のうち、４行目全て 

イ 演説中の安倍元首相に対す

る襲撃事件（第二報：安倍元

首相の死亡と捜査本部の設置

等）（令和４年７月８日） 

「死因等」欄のうち、３行目１文字目から３文字目まで 

エ 演説中の安倍元首相に対す

る襲撃事件（第四報：解剖結

果等）（令和４年７月９日） 

「執刀医師」欄のうち、１行目最後の文字 

オ 安倍元内閣総理大臣に対す

る殺人事件（第五報）７／９

  １６：００時点の捜査結果

（令和４年７月９日） 

上から２段目の左欄のうち、１行目全て 
 

オ 安倍元内閣総理大臣に対す

る殺人事件（第五報）７／９

 １６：００時点の捜査結果

（令和４年７月９日） 

「街宣車」欄のうち、１行目１文字目から５文字目まで、

２行目１文字目から５文字目まで、５行目１文字目から４

文字目まで及び６行目１文字目から５文字目まで 

カ 安倍元内閣総理大臣に対す

る殺人事件（第１報）～事件

の発生、被疑者の検挙、捜査

本部の設置について～ 

２頁目「報告の要旨」欄の「１ 事案認知」のうち、１行

目１８文字目から最後の文字まで及び２行目１文字目から

９文字目まで 

カ 安倍元内閣総理大臣に対す

る殺人事件（第１報）～事件

の発生、被疑者の検挙、捜査

本部の設置について～ 

３頁目１４行目６文字目、１１文字目、１３文字目及び１

６文字目から最後の文字まで 

（注）行数は、文字が記載された行を上から数えたものである。表中の文字数の数え方に
ついては、当該行の記載のある文字について左から数えたもので、句読点、括弧及び
数字も１文字に数える。 
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◎  判 断 理 由： 
１ 本件行政文書について 

   実施機関は、「捜査関係情報の報告について」（警察庁刑事局長通達）に基づき、「警察庁
又は管区警察局において把握しておく必要があると認められる重要な事件・事案等」について、
速やかな報告が求められているとともに、社会的反響の大きい事件等に関する警察庁に対する
捜査関係情報の報告については、「大きな社会的反響が予想される事件等に係る情報の速報に
ついて」（警察庁刑事局捜査第一課理事官事務連絡）が各道府県警察本部刑事部長等宛てに発
出されており、警察庁刑事局捜査第一課宛ての速報が求められている。 
本件行政文書は、本件事案が当該通達及び当該事務連絡に基づく警察庁関係部署に対する速

報が必要であると判断された重大事件であるため、本件事案の発生後に実施機関が作成し警察
庁に報告したものである。 

 
２ 本件決定の妥当性について 
（１）本件不開示情報について 

 
実施機関は、以下のア、イ及びウに掲げるとおり、条例第７条各号に該当するとして不開

示にしている。これらに対し、審査請求人は、以下の不開示部分の開示を求めている。 
 

ア 条例第７条第２号に該当するとして不開示としたもの 
 

① 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日）」のうち、
「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及び「被害者」欄の一部 

② 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と捜査本部の設
置等）（令和４年７月８日）」のうち、「死亡日時」欄の一部 

③ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「執刀医師」欄及び「その他」欄 

④ 「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第１報）～事件の発生、被疑者の検挙、捜
査本部の設置について～」のうち、「報告の要旨」欄の「１ 事案認知」の一部及び記
書きの「３ 被疑者」の一部 

 
イ 条例第７条第４号に該当するとして不開示としたもの 

 
① 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日）」のうち、
「押収証拠品」欄、「状況等」欄の一部及び「捜査事項等」欄 

② 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と捜査本部の設
置等）（令和４年７月８日）」のうち、「死因等」欄の一部 

③ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「解剖場所」欄の一部 

 
ウ 条例第７条第２号及び第４号に該当するとして不開示としたもの 

 
① 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日）」のうち、
「弁録等」欄 

② 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第三報：捜索結果等）（令和４年７月８
日）」のうち、「捜索関係」欄の一部、「その他」欄及び「検視関係」欄の一部 

③「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「解剖結果」欄の一部及び上から６段目の欄 

④「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第五報）７／９ １６：００時点の捜査結果
（令和４年７月９日）」のうち、上から２段目の左欄及び右欄の一部並びに「街宣車」
欄の一部 

 
（２）条例第７条第２号及び第４号について 

 
ア 条例第７条第２号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生
年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」（前段）、「又は
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害
するおそれがあるもの」（後段）を原則として不開示情報とする旨規定している。 
同号ただし書は、同号本文に該当する情報であっても、「ア 法令等の規定により又は慣

行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ 人の生命、健康、生
活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ウ 当該個
人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、
当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」のいずれかに該
当する情報については、同号の不開示情報から除外することとしている。 
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イ 同条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の
執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるこ
とにつき相当の理由がある情報」を不開示とする旨規定している。 

 
（３）不開示情報該当性について 

 
ア 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日）」のうち、
「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及び「被害者」欄の一部（（１）のア－①）につ
いて 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８

日）」のうち、「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及び「被害者」欄の一部について
条例第７条第２号に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、「認知」欄の一部について、通報者の氏

名及び通報内容から構成された一つの不開示情報であることが認められた。 
しかし、通報者の氏名と通報内容は、容易に区分することが可能であり、氏名を不開示

とし、通報内容を開示しても特定の個人を識別することはできないことが認められる。 
以上のことから、「認知」欄の一部について、別表に掲げる部分については条例第７条

第２号の不開示情報に該当しない。 
「被疑者」欄については、被疑者の本籍、住居、職業、氏名、年齢、生年月日及び犯歴

が記載されていることが認められた。本件開示請求により開示された「被疑者」欄に記載
された氏名等に関する情報は、実施機関において、条例第７条第２号本文に掲げる不開示
情報に該当するものの、実施機関の広報により公表されていることから開示したものであ
る。他方、本件開示請求に係る不開示情報については、実施機関が公表した事実はないた
め、不開示としたものである。 
この点を検討するに、不開示情報がテレビや新聞等において既に公にされている情報で

あったとしても、当該情報はあくまでも報道機関等が独自の取材に基づき独自に報道した
ものであることを踏まえれば、報道されたとの一事のみをもって、当該情報が法令等の規
定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報に該当すると
までは認められないと考えられる。このことからすれば、実施機関が自ら公表していない
情報を不開示情報とする取扱いにも一定の合理性が認められる。 
なお、「被疑者」欄の一部に被疑者の生年月日が記載されていることを示す情報は有意

な情報であり、具体的な生年月日それ自体と生年月日が記載されていることを示す情報は
容易に区分して開示することができるため開示すべきである。 
よって、別表に掲げる部分については、条例第７条第２号の該当性を認めることはでき

ない。 
加えて、「被害者」欄については、被害者の氏名及び被害者の状況が記載されており、

被害者の状況については被害者の心身の状況に関する情報であることが認められた。「個
人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれ、本号は個人の権利利益を広く保
護していることから、死者に関する情報についても、本号により原則として不開示とする
ものである。 
このことから、「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及び「被害者」欄の一部のうち、

別表に掲げる部分を除いた部分については、個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあることから、条例第７条第２号本文に掲げる情報に該当し、法令等の規定に
より又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるとする事情
は認められず、同号ただし書アに該当するとは認められない。また、同号ただし書イ及び
ウのいずれにも該当しない情報であることは明らかである。 
以上のことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８

日）」のうち、「認知」欄の一部、「被疑者」欄の一部及び「被害者」欄の一部について、
別表に掲げる部分を除いた部分は、条例第７条第２号に掲げる不開示情報に該当するため、
実施機関が不開示としたことは妥当であると判断する。 

 
イ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８日）」のうち、
「弁録等」欄、「押収証拠品」欄、「状況等」欄の一部及び「捜査事項等」欄（（１）の
イ－①及びウ－①）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８

日）」のうち、「弁録等」欄、「押収証拠品」欄、「状況等」欄の一部及び「捜査事項
等」欄について条例第７条第４号に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、「弁録等」欄については被疑者の犯罪事

実の要旨に対する弁解の内容、「押収証拠品」欄については事件の証拠品に関する情報、
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「状況等」欄の一部については事件の状況に関する情報、「捜査事項等」欄については事
件の捜査内容等が記載されていることが認められた。これらの情報について公にすると、
当該事件の具体的な捜査事項のほか、警察の捜査手法に関わる事項が明らかとなり、当該
事件の捜査及び公訴の維持に支障を及ぼす可能性がないとは言えない。また、捜査手法に
関わる事項を公にすると、犯罪企図者において捜査活動への妨害等の対抗措置を図られる
ことにより、今後の犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす
可能性がないとも言えず、諮問実施機関の説明に合理性がないとは言えない。 
したがって、当該不開示部分は、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公

訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施
機関が認めることにつき相当の理由がある情報である。 
以上のことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第一報）（令和４年７月８

日）」のうち、「弁録等」欄、「押収証拠品」欄、「状況等」欄の一部及び「捜査事項
等」欄については、条例第７条第４号に掲げる不開示情報に該当するため、実施機関が不
開示としたことは妥当であると判断する。 
また、「弁録等」欄については、条例第７条第４号に掲げる不開示情報に該当すること

から、同条第２号について判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。 
 

ウ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と捜査本部の設置
等）（令和４年７月８日）」のうち、「死亡日時」欄の一部（（１）のア－②）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡

と捜査本部の設置等）（令和４年７月８日）」のうち、「死亡日時」欄の一部について条
例第７条第２号に該当する旨主張している。 
これについて、当審査会が見分したところ、被害者の治療状況に関する情報や、被害者

の家族に関する情報であることが認められた。 
まず、被害者の治療状況に関する情報は、被害者本人の個人に関する情報であって、条

例第７条第２号本文に掲げる情報に該当する。 
次に、被害者の家族に関する情報は、被害者及びその家族の個人に関する情報であるこ

とから、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する
ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、条例第７条第２号本文に掲げる情報
に該当する。 
なお、上記被害者の治療状況に関する情報及び被害者の家族に関する情報については、

実施機関が自ら公表した情報ではない。 
しかし、被害者の治療状況に関する情報とは異なり、被害者の家族に関する情報は、報

道機関が独自の取材に基づき独自に報道したものであるが、多くのメディアにおいて頻繁
に、同時中継や録画放映が全国的に行われ、また、当時の映像が長期にわたりウェブメデ
ィア等で何人も視聴することが可能であったことから、多くの国民が知り得る状態にあっ
たものと考えられる。 
このことからすれば、被害者の家族に関する情報は、実施機関が自ら公表した情報では

ないものの、上記のように多くの国民が知り得る状態にあった情報については、あえて不
開示情報として保護する必要性に乏しいものと考えられ、同号ただし書アにより、不開示
情報から除くべきと考えられる。 
よって、被害者の家族に関する情報は、法令等の規定により又は慣行として公にされて

いる情報とは認められず、また、公にする予定があるとも認められないとする諮問実施機
関の主張には首肯し難く、被害者の家族に関する情報は、同号ただし書アに該当するもの
と認めざるを得ない。 
以上のことから、「死亡日時」欄の一部について、別表に掲げる部分については条例第

７条第２号の不開示情報には該当せず、別表に掲げる部分を除いた部分については、条例
第７条第２号に掲げる不開示情報に該当するため、実施機関が不開示としたことは妥当で
あると判断する。 

 
エ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と捜査本部の設置
等）（令和４年７月８日）」のうち、「死因等」欄の一部（（１）のイ－②）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡

と捜査本部の設置等）（令和４年７月８日）」のうち、「死因等」欄の一部について条例
第７条第４号に該当する旨主張している。 
これについて、当審査会が見分したところ、司法解剖の実施に関する情報及び解剖場所

に関する記述であることが認められた。司法解剖の実施に関する情報について公にされる
と、今後の捜査・公判に支障が生じる可能性を否定できず、今後の犯罪の予防及び捜査そ
の他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつ
き相当の理由がある情報である。 
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また、解剖場所に関する記述については、連日多くの報道等が行われ、大きな社会的反
響があった当該事件において、解剖場所に関する情報が公にされると、捜査の妨害を企図
する者や解剖結果に不満を抱く者等からの解剖場所への訪問や職員に対する電話による攻
撃、懐柔の可能性は否定できず、犯罪企図者において捜査活動への妨害等の対抗措置を図
られることにより、今後の犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがあるとする諮問実施機関の説明に合理性がないとは言えない。 
しかし、「死因等」欄の司法解剖の実施に関する情報が記載された部分及び解剖場所に

関する記述を別とすれば、その他の部分は、司法解剖に関する情報の種別を示す項目であ
って、当該情報が公になったとしても、今後の犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と
秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報とまでは認めることはできない。 
よって、別表に掲げる部分については、条例第７条第４号の該当性を認めることはでき

ない。 
以上のことから、演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第二報：安倍元首相の死亡と

捜査本部の設置等）（令和４年７月８日）のうち、別表に掲げる部分については条例第７
条第４号の不開示情報には該当せず、別表に掲げる部分を除いた部分については、条例第
７条第４号に掲げる不開示情報に該当するため、実施機関が不開示としたことは妥当であ
ると判断する。 

 
オ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第三報：捜索結果等）（令和４年７月８
日）」のうち、「捜索関係」欄の一部、「その他」欄及び「検視関係」欄の一部（（１）
のウ－②）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第三報：捜索結果等）（令

和４年７月８日）」のうち、「捜索関係」欄の一部、「その他」欄及び「検視関係」欄の
一部について条例第７条第４号に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、当該事件の具体的な捜査事項であること

が認められた。当該情報が公になると、今後の捜査・公判に支障が生じる可能性を否定で
きず、今後の犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
があると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報である。 
これらのことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第三報：捜索結果等）

（令和４年７月８日）」のうち、「捜索関係」欄の一部、「その他」欄及び「検視関係」
欄の一部については、条例第７条第４号に掲げる不開示情報に該当し、同条第２号につい
て判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。 

 
カ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「解剖場所」欄の一部（（１）のイ－③）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「解剖場所」欄の一部について条例第７条第４号に該当する
旨主張している。 
これについて、当審査会が見分したところ、解剖場所に関する情報であることが認めら

れた。 
したがって、エと同様の理由により、当該情報は公にすることにより、今後の犯罪の予

防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認
めることにつき相当の理由がある情報である。 
以上のことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「解剖場所」欄の一部については、条例第７条第４号に掲げ
る不開示情報に該当し、実施機関が不開示としたことは妥当であると判断する。 

 
キ 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「執刀医師」欄及び「その他」欄（（１）のア－③）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「執刀医師」欄及び「その他」欄について条例第７条第２号
に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、「執刀医師」欄については、解剖を行っ

た執刀医師の所属、職、氏名及び年齢が記載されており、「その他」欄については、御遺
体の行程及びその移動手段に関する情報であることが認められた。 
「執刀医師」欄のうち、解剖を行った執刀医師の所属、職、氏名及び年齢については、

特定の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができることから、条例第
７条第２号に掲げる不開示情報に該当する。 
次に同号ただし書について検討する。 
まず第１に、執刀医師の氏名については、これが、①公務員等の氏名であったとしても、
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公にした場合、当該公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、例外
的に開示情報とはされていないものの、②実施機関により当該氏名を公表する慣行がある
場合や、公にする意思をもって当該氏名を情報提供している場合等であって、③公にした
場合でも当該公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがなければ、同号ただし書アが適
用され、不開示情報に該当しないこととなる。 
この点、連日多くの報道等が行われ、大きな社会的反響があった当該事件において、執

刀医師の氏名等の情報が公にされると、解剖結果に疑問や不満を抱く者等からの当該執刀
医師個人への訪問、質問、攻撃等が生じるなど、当該執刀医師の私生活等に影響を及ぼす
おそれが十分に考えられる。 
このことからすれば、執刀医師の氏名については、上記③に示すところに照らすと、同

号ただし書アに該当しないと認められる。 
第２に、執刀医師の所属及び職については、これが、当該公務員等の職に係る部分に該

当することから、同号ただし書ウが適用される。加えて、同号ただし書ウは、たとえ、特
定の公務員等が識別される結果となるとしても不開示とはしない取扱いとされているため、
執刀医師の所属及び職については、不開示情報に該当しないとの考えが原則である。 
しかしながら、執刀医師の所属及び職を公にすることで特定の個人を識別することがで

きる場合であって、公にした場合、当該執刀医師の私生活等に影響を及ぼすおそれがある
場合にまで一律に取り扱い、所属及び職を公にすれば、氏名を不開示情報とした趣旨が完
全に没却される。条例第１条の趣旨が県の保有する情報は原則開示との考え方に立ちなが
ら、個人の権利利益も適切に保護すべき必要性を受け、この両者を適切に比較衡量するこ
とにあることに鑑みれば、同号ただし書ウの「特定の公務員等が識別される結果となると
しても、個人に関する情報としては不開示とはしない」との取扱いについても、当該特定
の公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがある限りにおいて、これを不開示情報とす
ることも許容されると考えられる。 
この点、本件事案において、当該執刀医師の私生活等に影響を及ぼすおそれがあること

は前述のとおりであるから、執刀医師の所属及び職については、同号ただし書ウに該当し
ないと認められる。 
第３に、執刀医師の「年齢」については、同号ただし書アからウまでのいずれにも該当

しないことから、同号本文が適用され、不開示情報に該当する。 
なお、「執刀医師」欄の一部に執刀医師の年齢が記載されていることを示す情報は有意

な情報であり、年齢それ自体と年齢が記載されていることを示す情報は容易に区分して開
示することができるため開示すべきである。 
よって、別表に掲げる部分については、条例第７条第２号の該当性を認めることはでき

ない。 
次に、「その他」欄に記載された御遺体の行程及びその移動手段に関する情報について

は、死者の個人に関する情報として、条例第７条第２号本文に掲げる不開示情報に該当す
る。 
なお、当該事件の被害者については、内閣総理大臣経験者である当時現役の国会議員で

あったことから、被害者の氏名については法令等の規定により又は慣行として公にされ、
又は公にすることが予定されている情報であると認められるが、本件における公表情報の
考え方を踏まえても、被害者の御遺体の行程及びその移動手段までが慣行として公にされ
ていたとは認められない。このことから、当該情報は、同号ただし書アに該当せず、また、
同号ただし書イ及びウのいずれにも該当しないことは明らかである。 
以上のことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「執刀医師」欄及び「その他」欄について、別表に掲げる部
分を除いた部分は、条例第７条第２号本文に掲げる不開示情報に該当し、実施機関が不開
示としたことは妥当であると判断する。 

 
ク 「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令和４年７月９
日）」のうち、「解剖結果」欄の一部及び上から６段目の欄（（１）のウ－③）について 

 
諮問実施機関は、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「解剖結果」欄の一部及び上から６段目の欄について条例第
７条第４号に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、「解剖結果」欄については、御遺体の解

剖結果に関する具体的な情報、上から６段目の欄については、被害者の関係者に関する情
報であることが認められた。 
御遺体の解剖結果に関する具体的な情報については、当該情報が公になると、捜査・公

判に影響を及ぼすおそれがあるほか、新たな犯罪を誘発するおそれがあると実施機関が認
めることにつき相当の理由がある情報であることから、条例第７条第４号本文に掲げる情
報に該当する。 
また、上から６段目の欄については、被害者の関係者に関する情報であり、当該不開示
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部分は、開示決定時の社会情勢において、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵
害を招くおそれがある情報であったことから、公になることにより、本件事案の捜査に支
障を及ぼすおそれがあるとする諮問実施機関の説明に合理性がないとは言えない。 
したがって、当該不開示部分を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴

の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機
関が認めることにつき相当の理由がある情報である。 
以上のことから、「演説中の安倍元首相に対する襲撃事件（第四報：解剖結果等）（令

和４年７月９日）」のうち、「解剖結果」欄の一部及び上から６段目の欄については、条
例第７条第４号に該当し、同条第２号について判断するまでもなく、実施機関が不開示と
したことは妥当であると判断する。 

 
ケ 「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第五報）７／９ １６：００時点の捜査結果
（令和４年７月９日）」のうち、上から２段目の左欄及び右欄の一部並びに「街宣車」欄
の一部（（１）のウ－④）について 

 
諮問実施機関は、「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第五報）７／９ １６：０

０時点の捜査結果（令和４年７月９日）」のうち、上から２段目の左欄及び右欄の一部並
びに「街宣車」欄の一部について条例第７条第４号に該当する旨主張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、上から２段目の左欄及び右欄の一部につ

いては、被疑者の捜査結果に関する情報であることが認められた。被疑者の捜査結果に関
する情報については、当該情報が公になると、本件事案に関する具体的な捜査事項のほか、
警察の捜査手法に関わる事項や捜査の進捗状況等が明らかとなり、本件事案の捜査及び公
訴の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情
報である。 
しかし、上から２段目の左欄の１行目については、右欄の一部が開示されていることか

ら、当該不開示部分を開示した場合でも、諮問実施機関が主張する捜査及び公訴の維持に
支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められない。 
一方で、上から２段目の左欄の２行目については、警察の捜査手法に関わる事項とする

実施機関の説明に合理性がないとも言えないため、不開示情報に該当すると認められる。 
次に「街宣車」欄の一部について、当審査会が見分したところ、本件事案の捜査結果に

関する具体的な情報であることが認められた。捜査結果に関する具体的な情報については、
本件事案の具体的な捜査事項であり、これらが公にされると、その後の捜査及び公訴に影
響を及ぼすおそれがあるとする諮問実施機関の説明に合理性がないとは言えない。 
しかし、「街宣車」欄のうち、「検証物件」の項目が開示されていることから、検証内

容に関する情報が記載された部分を別とすれば、検証内容の項目のみを開示した場合でも、
今後の犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある
情報とまでは認めることはできない。よって、別表に掲げる部分については、条例第７条
第４号に該当すると認めることはできない。 
このことから、「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第五報）７／９ １６：００

時点の捜査結果（令和４年７月９日）」のうち、別表に掲げる部分を除いた上から２段目
の左欄及び右欄の一部並びに「街宣車」欄の一部については、条例第７条第４号に該当し、
このことからすれば同条第２号について判断するまでもなく、不開示情報に該当すると認
めることが妥当である。 
以上のことから、当該不開示部分のうち別表に掲げる部分を除いた部分については、実

施機関が不開示としたことは妥当であると判断する。 
 

コ 「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第１報）～事件の発生、被疑者の検挙、捜査
本部の設置について～」のうち、「報告の要旨」欄の「１ 事案認知」の一部及び記書き
の「３ 被疑者」の一部（（１）のア－④）について 

 
諮問実施機関は、「安倍元内閣総理大臣に対する殺人事件（第１報）～事件の発生、被

疑者の検挙、捜査本部の設置について～」のうち、「報告の要旨」欄の「１ 事案認知」
の一部及び記書きの「３ 被疑者」の一部については、条例第７条第２号に該当する旨主
張している。 
これらについて、当審査会が見分したところ、（３）のアの情報と同様の情報と認めら

れることから、その示すところと同様に、別表に掲げる部分を除いた部分は、条例第７条
第２号に掲げる不開示情報に該当するため、実施機関が不開示としたことは妥当であると
判断する。 

 
２ 事案の経緯 

① 開 示 請 求      令和 ４年１２月 ６日 
② 決   定      令和 ５年 ２月 ２日付けで一部開示決定 
③ 審 査 請 求      令和 ５年 ５月 ８日 
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④ 諮   問      令和 ５年 ６月１５日 
⑤ 経   過      令和 ６年 ６月１４日 第２７５回審査会 審議 

                        令和 ６年 ７月１９日 第２７６回審査会 審議 
                        令和 ６年 ８月１９日 第２７７回審査会 審議 
                        令和 ６年１２月１９日 第２７９回審査会 審議 

令和 ７年 １月３０日 第２８０回審査会 審議 
令和 ７年 ３月２５日 第２８１回審査会 審議 
令和 ７年 ６月 ６日 第２８２回審査会 審議 
令和 ７年 ７月１４日 第２８３回審査会 審議 
令和 ７年 ８月１９日 第２８４回審査会 審議 
 


